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１ 働き方改革の進捗について



救急医療機関187病院のうち、

宿日直許可（宿直）を取得済の病院は5.7割程度

宿日直許可（日直）を取得済の病院は3.6割程度（webフォームによるアンケート調査による︓10/14時点回答）

２

救急医療機関における宿日直許可の取得状況

（10月度）
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宿日直許可（宿直）の取得・申請状況（ｎ＝１８７病院）
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宿日直許可（日直）の取得・申請状況（ｎ＝１８７病院）
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■10月23日までの評価センター受審申込件数は、全国で
471件のうち、神奈川県内の受審申込件数は33件

※県内の救急医療機関187病院のうち、特例水準の申請
を予定しているのは35病院（今後変動する可能性あり）

（10月webフォームアンケート結果（10/14〆）より）

都道府県別の評価センターの受審状況

■８/31〆
１件の申請について医療審議会（10/20）で意見聴取済
⇒ 11月中に指定通知を当該病院へ発出予定
■10/31〆
・県への申請︓４件（10/27時点）
・評価センターの評価結果受領︓１件（①は除く）

（審議会への意見聴取時期を調整中）
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県医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）の積極的利用について

◆ １０月下旬頃〜
⇒ 勤改センターの労務管理相談コーナー（※）より、県内

医療 機関へ電話でセンターの利用意向や働き方改革全般
の課題に関して、聞き取りを実施させていただいており
ます。

※ 労務管理相談コーナー

神奈川労働局の委託を受けた、（株）タスクールPlusが運営。

⇒ 併せて、令和６年４月に向けて、医療機関で取り組むこ
とが推奨される事項について、チェックシートを送付して
いますので、適宜ご確認ください。



5

医師の働き方改革推進会議サポートプロジェクトについて
◆医師の働き方改革推進会議について

医師が自身の働き方を振り返りつつ、様々な世代・診療科の医
師や医療関係職種の職員と現場の状況や課題を共有し、医師の
働き方改革について、それぞれの医療機関で意見交換する会議

◆サポートプロジェクトについて
それぞれの医療機関の医師の働き方改革推進会議における以下
の業務を本事業事務局が無料で行います。
・会議の企画・立案
・会議への司会者（ファシリテーター）派遣
・会場設営 等

◆ＵＲＬ
https://iryou-hatarakikata-suishin.mhlw.go.jp/

https://iryou-hatarakikata-suishin.mhlw.go.jp/
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（参考）副業・兼業先の把握について
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Ｑ１所属医師が、当医療機関に申告せず他の医療機関で副業・兼業を行っていたことが発覚した場合、
当医療機関はどのような対応したら良いでしょうか。（厚労省ＦＡＱ、厚労省及び労働局への聞き取り）

Ａ
◆医療機関の管理者は、当該医師が健康に働くことができる環境を整備するという趣旨からも、所属医師からの自

己申告等に基づき、副業・兼業先での労働時間を把握する必要があります。

◆そのために、事前に副業・兼業先に関する規定を設ける等により自己申告等のルールや手続きを明確化し、適切
な労働時間の把握を徹底するよう対応する必要があります。

⇒ 必要に応じて副業・兼業先にも協力を求めることが推奨されます。

◆その上で、副業・兼業していること自体も申告しない場合は、労働時間の通算は要せず、960時間又は1860時
間を超えていないように管理していれば足ります。

⇒ また、当該医師が副業・兼業していることは申告しているが、副業・兼業先病院における時間外・休日労働時
間を主たる勤務先に正しく申告できていなかった場合には、当該医師の申告等により把握した労働時間により通
算した時間が960時間ないし1860時間を超えないように管理していれば足ります。
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Ｑ２主たる勤務先で自己申告等のルールや手続きを設定していなかった場合に、医師が副業・兼業につ
いて申告しておらず、上限時間を超過しており、何らかの方法で判明した場合は主たる勤務先に対
して、指導や罰則が課せられることはあるのか。（厚労省への聞き取り）

Ａ そのようなケースであれば、適切な自己申告を可能とするルール作りについて指導対象となること
が考えられます。

Ｑ３当該医師からの自己申告により、960時間または1860時間を超えることが判明した場合に主たる勤
務先と副業・兼業先のどちらに責があるのか。（厚労省及び労働局への聞き取り）

Ａ 上限時間を超えることが判明した後に時間外・休日労働をさせた場合、当該時間外・休日労働をさ
せた医療機関に法違反が成立することになります。

（当該医師個人の通算した時間外・休日労働時間が、主たる勤務先の36協定の起算日から１年間にお
いて上限時間を超えていれば主たる勤務先に責があり、副業・兼業先の36協定の起算日から１年間
において上限時間を超えていれば副業・兼業先に責があることになります。）
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Ｑ４ 非常勤医師を雇用するにあたり、主たる勤務先における36協定の内容や勤務状況について、事前
に把握することが求められるのか。（厚労省及び労働局への聞き取り）

Ａ
◆通常、医師の副業・兼業については、主たる勤務先において、法違反が発生しないための取組（管
理モデルの導入による上限のとりきめ、勤務シフトの作成など）を行うことが想定されているものと
承知しています。

◆しかしながら、管理モデルの導入などは常に行われるわけではありません。
◆その場合は、副業・兼業先においても、主たる勤務先における労働時間について自己申告を受けて、
当該労働時間数を踏まえて、医師個人の時間外・休日労働時間の上限を超過しないよう労務管理を行
う必要があります。

◆なお、主たる勤務先の36協定を把握する必要はありませんが、主たる勤務先において当該医師がどの
水準の適用を受けるのかを把握する必要はあります。
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２ 県民への普及啓発について
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普及啓発取組１ 基本的な情報の周知
令和５年度第１回 都道府県担当課長会議（R5.５/29）資料抜粋

国作成のポスター・動画を活用し、広く県民に対して普及啓発を図ります。
あわせて、県ホームページに医師の働き方改革ポータルサイトを開設しま
す。

想定実施時期︓令和５年度中
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国の普及啓発について
・ 国からはポスター（B2・A3）、パンフレット、リ―フレットを

11月末発送開始予定とのこと。

・ 内容は、制度開始の周知、時間内受診、タスクシフト・シェア、
複数主治医制度などを予定。

・ 各病院への配送について厚生労働省から直送予定

・ 国のポータルサイトからポスター等のデータのダウンロードも可
能になる予定
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○ 県広報媒体、動画等を活用し、医師の働き方改革について県民へ普及啓発を実
施する。

○ 県ホームページに医師の働き方改革ポータルサイトを開設予定（１２月予定）

○ 「医師の健康を守る、医療を守る」といった制度の趣旨を伝えたうえで、
対象・メッセージを特定するなどより効果的な広報を実施してまいります。

○ 他に知事と関係団体との共同メッセージの発信等も検討しています。

○ また、市町村等と連携して普及啓発を実施してまいります。

想定実施時期︓令和５年度中普及啓発取組２ ターゲット層に応じた
県独自の啓発（イメージ）


